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建築設計業務委託共通仕様書 

第１章 総則 

1.1 適用 
1. 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設

備、敷地内屋外整備の基本計画、基本設計、実施設計及び積算をいうものとし、以下「設計業務」とい

う。)の委託に適用する。

2. 設計図書とは、質問回答書、委託説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいい、これらは、

相互に補完するものとする。ただし、設計図書の間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)か

ら(5)の順序のとおりとする。

(1) 質問回答書

(2) 委託説明書

(3) 別冊の図面

(4) 特記仕様書

(5) 共通仕様書

3. 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計図書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、

監督員と協議するものとする。 

1.2 用語の定義 
設計図書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

1. 「発注者」とは、福岡市をいう。

2. 「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。

3. 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協

議の職務等を行う者で、発注者が定めた者をいう。

4. 「検査員」とは、設計業務の完了の確認を行う者で、発注者が定めた者をいう。

5. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受注者が定めた者をいう。 
6. 「契約図書」とは、契約書又は請書及び設計図書をいう。

7. 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び委託説明書並びに委託説明に関する入札

等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。

8. 「委託説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明

するための書面をいう。

9. 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

10. 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。

11. 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。

12. 「指示」とは、監督員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施さ

せることをいう。

13. 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行

為若しくは同意を求めることをいう。

14. 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

15. 「報告」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項につ

いて通知することをいう。

16. 「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、

発注者又は監督員が書面により同意することをいう。

17. 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議

することをいう。 
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18. 「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し

出すことをいう。

19. 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、

署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できる

ものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

20. 「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の完了の確認をすることをいう。

21. 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務

の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

22. 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき

訂正、補足その他の措置をいう。

23. 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。

第２章 設計業務の範囲

設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。

1. 一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号別添一第１項に掲げるものとし、範囲は特記仕様書に

よる。

2. 追加業務の内容及び範囲は特記仕様書による。

第３章 業務の実施

3.1 業務の着手 
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後10日以内に設計業務に着手しなければならない。 
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。

3.2 設計業務の条件 
1. 受注者は、業務の着手に当たり、設計図書又は監督員の指示を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得

なければならない。

2. 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとす

る。

3. 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得な

ければならない。

3.3 適用基準等 
1. 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書に

よる。

2. 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督

員と協議し、承諾を得なければならない。

3. 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

3.4 提出書類 
1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提

出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求

に係る書類及びその他委託説明の際指定した書類を除くものとする。
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2. 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとす

る。 
3. 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受け、

業務完了後10日以内に登録の手続きを行うとともに、登録されることを証明する資料を監督員に提出しなけ

ればならない。 

 
3.5 業務工程表 

受注者は、契約締結後10日以内に業務工程表を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、発注者

が必要ないと認めた場合は除く。 

 
3.6 守秘義務 
  受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 
3.7 再委託 

1. 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理等主たる部分を、再委託してはな

らない。 
2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く）、トレース、

資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくとも

よいものとする。 
3. 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならな

い。 
4. 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、

協力者は福岡市競争入札参加停止等措置要領（平成７年１月１１日助役決裁）に基づく競争入札参加停止、

競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び、設計業務委託契約書第４２条の２第１項第１号か

ら第８号までのいずれかに該当する者であってはならない。 
5. 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 

 
3.8 特許権等の使用 
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特

許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときはその使用に関する一切の責任を負わなければな

らない。 
 ただし、発注者が、特許権等の対象となっている履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対

象である旨の明示がなく、かつ受注者がその存在を知らなかったときに、発注者は、受注者がその使用に関して

要した費用を負担しなければならない。この場合、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならな

い。 

 
3.9 監督員 

1. 発注者は、監督員を定め、受注者に通知するものとする。 
2. 監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 
3. 監督員が指示、承諾、協議等の職務を行うときは、書面により行うものとする。 
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 

4. 監督員は、口頭による指示等を行った場合は、書面により受注者にその内容を通知するものとする。 

 
3.10 管理技術者 

1. 受注者は、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でな
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ければならない。 
2. 管理技術者の資格要件は、設計図書による。 
3. 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 
4. 受注者は、業務の技術上の管理及び統括等の管理技術者の権限を制限する場合は、発注者に、あらかじめ

通知しなければならない。 
5. 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協

力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 

 
3.11 貸与品等 

1. 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等（以下「貸与品等」とい

う。）は、特記仕様書による。 
2. 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。 
3. 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受

注者の責任と費用負担において修復するものとする。 
4. 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、

又は譲渡してはならない。 
5. 受注者は、貸与資料を本設計業務以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た

場合は、この限りではない。 

 
3.12 関連する法令、条例等の遵守 
 受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 

 
3.13 関係官公庁への手続き等 

1. 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うもの

とし、その内容を監督員に報告しなければならない。 
2. 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければな

らない。 
3. 受注者が、関係官公庁等から指導及び指摘等を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要

な協議を行わなければならない。 

 
3.14 打合せ及び記録 

1. 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条

件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に

確認しなければならない。 
2. 設計業務着手時及び設計図書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その

結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 

 
3.15 条件変更等 
受注者は、設計図書に明示されていない事項等が生じた場合、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を

請求しなければならない。 

 
3.16 一時中止 

発注者は、次の各号に該当する場合は、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 
(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合 
(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境
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が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合 
(3) 受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合 

3.17 履行期間の変更 
1. 履行期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協

議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 
2. 受注者は、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、

その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 
3. 受注者は、履行期間を変更した場合は、修正した業務工程表を10日以内に発注者に提出しなければならな

い。 

 
3.18 修補 

受注者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 

 
3.19 設計業務の成果物 

1. 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、こ

れにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。 
2. 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。 
3. 受注者は、設計図書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中におい

ても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。 
4. 成果物は、紙に出力したものを原本、電子データを副とし、電子データはCD-R又はDVD-Rにて納品する。

この場合、署名又は捺印は、それぞれに行なうものとする。ただし、別途に指示がある場合は除く。 

5. 電子成果物の図面データのファイル形式は、SXF(sfc)、オリジナル、PDFまたはTIFF形式とする。ただし、

この形式により難い場合には、あらかじめ、監督員と協議し、承諾を得ること。 

 
3.20 検査及び引渡し 

1. 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

2. 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に受注者の立会いの上、

設計図書に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者

に通知しなければならない。 

3. 発注者は、前項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、

直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

4. 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを設計業務委託料の支払の完了と

同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければな

らない。 

5. 受注者は、設計業務が完了検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならな

い。この場合においては、修補の完了を設計業務の完了とみなす。 

 
3.21 引渡し前における成果物の使用 
受注者は、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 
この場合においては、3.22 著作権の譲渡等に関する規定を準用する。 

 
3.22 著作権の譲渡等 

1. 受注者は、成果物（発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した

部分に係る成果物及び成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるとき、発注者が部分引渡しを請求

した引渡部分に係る成果物を含む。）又は成果物を利用して完成した建築物（以下「本件建築物」という。）
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若しくは構造物（以下「本件構造物」という。）が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１

号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第２章及

び第３章に規定する著作者の権利（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む。以下「著作権等」という。）

のうち受注者に帰属するもの（著作権法第２章第３節第２款に規定する著作者人格権を除く。）を当該成果

物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 

2. 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、

著作権法第19条第1項又は第20条第１項に規定する権利を行使してはならない。 
(1) 成果物又本件建築物若しくは本件構造物の内容を公表すること。   

(2) 発注者が成果物の利用目的の実現のために必要な範囲（増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運

営、広報等含む）で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をする

こと又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせる

こと。 

(3) 本件建築物又は本件構造物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

(4) 本件建築物又は本件構造物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。 

3. 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た

場合は、この限りでない。 

(1) 成果物又は本件建築物若しくは本件構造物の内容を公表すること。 

(2) 本件建築物又は本件構造物に受注者の実名又は変名を表示すること。 

4. 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定す

る権利を行使してはならない。 

5. 受注者は、発注者が承諾した場合には、成果物を複製し、又は翻案することができる。 

6. 発注者は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができ

る。 

7. 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第10条第1項第9号に規定する

プログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をい

う。）について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベース

を利用することができる。 

 
 
 
 
付則 平成１５年 ７月３０日 制定 
   平成１６年 ７月 １日 改訂 
   平成１９年１０月 １日 改訂 
   平成２０年１１月 １日 改訂 
   平成２２年 ４月 １日 改訂 
   平成２６年 ７月 １日 改訂 
   平成３１年 ４月 １日 改訂 



新庁舎整備 設計業務特記仕様書 
 

１．設計概要・期間 

  公募要項による 

  なお，業務の着手日については市と協議する 

 

２．設計業務の範囲 

  別表のとおり 

 

３．瑕疵担保期間 

  工事完成後２年 

 

４．提出図書（設計成果物） 

① 設計図書 １式 

② 構造計算書等 １式 

③ 積算内訳書（根拠資料含む） １式 

⑤ 打合せ議事録 １式 

⑥ 施設台帳 １式 

⑦ 製本図面（２つ折り縮小） ４部 

⑧ 建築設計チェックリスト  １部 

⑨ ①～⑧の電子データ １式 

 

５．資料の供与及び貸与等 

  公募要項による 

 

６．注意事項等 

・ 本仕様書における「業務水準」とは，契約書による。 

・ 共通仕様書に定める管理技術者のほか，管理技術者のもとで業務を担当する「担当

技術者」（建築・電気・機械各１名以上）を選任すること 

・ 管理技術者と担当技術者は兼ねても良い 

・ 設計にあたっては綿密に現地調査を行うこと 

・ 関連法規を遵守のうえ，設計業務を行うこと 

・ 設計にあたっては，監督員，市民局総務部区庁舎担当及び財政局財産有効活用部財

産管理課の担当者と十分に協議すること 

・ 設計における各段階及び完了時に図面等で監督員の照査を受けること。また，上記

担当課の確認を受けること 

・ 共通仕様書に規定されている照査技術者は不要とする。 

・ 「福岡市市有建築物の環境配慮整備指針」に基づいて設計を行い，「環境配慮対策チ

ェックシート」により導入した環境配慮事項の確認を行うこと 



・ 設計業務着手後 10 日以内に，設計業務工程表を発注者に提出すること 

・ 設計チェックリストを要領に従い提出すること 

・ 設計成果物は，次の工事区分ごとにまとめること（ただし，提案内容によってはこ

の限りではない） 

建築工事，電気設備工事，給排水衛生設備工事，空気調和設備工事，昇降機工事 

・ 工事特記仕様書は，本市の「建築工事特記仕様書」，「電気設備工事特記仕様書」，「機

械設備工事特記仕様書」の 新版を用いること 

・ 図面及び内訳書の作成にあたっては，構成（目次等）・用語・略号・縮尺等について，

事前に監督員と協議し，指示に従うこと 

・ 内訳書の構成については，事前に監督員と協議すること 

・ 内訳書，明細書，代価表類の作成は「営繕積算システム RIBC２」の内訳書作成シス

テムにより行い，データを提出すること 

・ 拾い書類はエクセルにて作成し，必要な個所にはリンクをかけて提出すること 

・ 内訳書作成に必要な見積もり徴収（原則３者）を行うこと 

・ 関係部署との協議については，必ず議事録を作成し，監督員へ提出すること 

・ 業務の一部を第三者へ委託しようとするときは，あらかじめ「再委託承諾申請書」

を監督員へ提出し，承諾を得ること 

・ 本業務実施にあたっての適用基準等は，公募要項による 

・ 貸与品等は，公募要項による 

・ 必要に応じて，別途業務事業者と協議・調整を行うこと 

 

７．電子納品 

・ 本業務は，電子納品対象業務とする（電子納品とは，調査，設計，工事などの各業

務段階の 終成果を電子データで納品することをいい，電子データとは，「福岡市電

子納品の手引き 建築・設備業務編」（以下，「電子納品の手引き」という。）に基づ

いて作成されたものを指す。） 

・ 業務完成時の提出物は，従来どおり「紙」による成果品とともに，「電子納品の手引

き」に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）を資料

として提出すること 

 

８．地下埋設物調査等に関する特記仕様書 

 (1) 設計段階における地下埋設物調査の徹底について 

・ 設計箇所及びその周辺に地下埋設物がある場合，その種類，位置，形状，深さ，構

造等をそれらの管理者が有する資料（台帳，竣工図等）と照合し確認するものとす

る 

・ 特に，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者と協議

を行い詳細な確認を行うものとする 

・ 設計を行う上で，より詳細な情報が必要な場合には，別途，試掘，ボーリング及び

地中探査等原位置での調査について，監督員と協議を行うものとする 



・ 地下埋設物の確認については，別紙様式により行い，結果を監督員へ報告するもの

とする 

 

 (2) 近接施工に関する確認・対策の徹底について 

・ 設計箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，構造等

を確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとし，対策

が必要となった場合には，監督員と協議を行うものとする 

・ 近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者と協議を行うものと

する。 

 

 (3) 地下埋設物等の設計図への表示の徹底について 

・ 設計箇所に影響または近接する地下埋設物等について，その位置関係が分かるよう

図面に表示するものとする 

 

９．労働環境改善の試行の取り組みに関する特記仕様書 

・ 本業務は，受発注者間の相互において労働環境の改善に関する取り組みを行う試行

業務である 

・ 取り組み内容については，以下に示す項目を参考として，受発注者間で調整のうえ

取り組めるものを設定し実施すること 

 （１）月曜日は依頼の期限日としない（マンデイ・ノ－ピリオド） 

 （２）金曜日は依頼しない（フライデイ・ノ－リクエスト） 

 （３）週１回以上は定時に帰るよう心がける（ワンウィ－ク・ノ－オ－バ－タイム） 

 （４）１７時以降の打合せは行わない（オ－バ－ファイブ・ノ－ミ－ティング） 

 （５）その他，取り組みが必要と思われる内容 

 

10．共通仕様書の読み替え 

・ 建築設計業務委託共通仕様書に記載の内容を，以下の通り読み替える 

共通仕様書の記載 読み替え 

委託契約 設計・施工一括契約 

6.「契約図書」とは，契約書又は請書及

び設計図書をいう。 

6.「契約図書」とは，契約書又は請書及

び業務水準をいう。 

設計図書 

 

業務水準 

（ただし，第 2 章以降に限る） 

設計業務委託契約書第 42 条の２ 設計・施工一括契約書第 124 条 

契約締結後 設計業務着手後 

 

  



別表 設計業務の範囲（本件対象項目は右に「○」，対象外項目は「－」） 

一般業務 

業務内容の項目 

基
本
設
計 

設計条件等の整理 
条件整理 － 

設計条件の変更等の場合の協議 － 

法令上の諸条件の調査及び関係機関と

の打合せ 

法令上の諸条件の調査 ○ 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ ○ 

上下水道，ガス，電力，通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ ○ 

基本設計方針の策定 
総合検討 － 

基本設計方針の策定及び建築主への説明 － 

基本設計図書の作成 ○ 

概算工事費の検討 － 

基本設計内容の建築主への説明等 ○ 

実
施
設
計 

要求等の確認 
建築主の要求等の確認 ○ 

設計条件の変更等の場合の協議 ○ 

法令上の諸条件の調査及び関係機関と

の打合せ 

法令上の諸条件の調査 ○ 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ ○ 

実施設計方針の策定 

総合検討 ○ 

実施設計のための基本事項の確定 ○ 

実施設計方針の策定及び建築主への説明 ○ 

実施設計図書の作成 
実施設計図書の作成 ○ 

建築確認申請図書の作成 ○ 

概算工事費の検討 － 

実施設計内容の建築主への説明等 ○ 

意 図

伝達 

設計意図を正確に伝えるための質疑応答，説明等 － 

工事材料，設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討，助言等 － 

追加業務 

上記以外で本委託に含まれる項目 

積算業務 ○ 既存建物調査 － 

建築確認申請手続業務(適判含む) ○ 建築物省エネ法の計画作成業務 ○ 

補助申請に係る申請及び協議 － 模型等作成 ○ 

ＣＡＳＢＥＥ申請 ○ 透視図作成 ○ 

施設台帳（電子データ） ○ 住宅性能評価申請手続き･手数料 － 

リサイクル計画書 ○ 営繕積算システム(RIBC)利用料 ○ 

防災拠点等の設計，検討 ○ 本業務に係る関係官公庁に対する諸手続 ○ 

建築物省エネ法の計画作成 ○ 

 

 



現庁舎解体 設計業務特記仕様書 
 

１．設計概要・期間 

  公募要項による 

  なお，業務の着手日については市と協議する 

 

２．設計業務の範囲 

  別表のとおり 

 

３．瑕疵担保期間 

  なし 

 

４．提出図書（設計成果物） 

① 設計図書 １式 

② 内訳書（根拠資料含む） １式 

③ 打合せ議事録 １式 

④ 製本図面（２つ折り縮小） ２部 

⑤ 建築設計チェックリスト  １部 

⑥ ①～⑤の電子データ １式 

 

５．資料の供与及び貸与等 

  公募要項による 

 

６．注意事項等 

・ 本仕様書における「業務水準」とは，契約書による 

・ 共通仕様書に定める管理技術者のほか，管理技術者のもとで業務を担当する「担当

技術者」を選任すること 

・ 管理技術者と担当技術者は兼ねても良い 

・ 設計にあたっては綿密に現地調査を行うこと 

・ 関連法規を遵守のうえ，設計業務を行うこと 

・ 設計にあたっては，監督員及び市民局総務部区庁舎担当の担当者と十分に協議する

こと 

・ 設計における各段階及び完了時に図面等で監督員の精査を受けること 

・ 共通仕様書に規定する照査責任者は，不要とする 

・ 設計業務着手後 10 日以内に，設計業務工程表を発注者に提出すること 

・ 設計チェックリストを要領に従い提出すること 

・ 設計成果物の作成にあたっては，構成（目次等）・縮尺等について，事前に監督員と

協議すること 

・ 工事特記仕様書は，本市の「解体工事特記仕様書」の 新版を用いること 



・ 内訳書の構成については，事前に監督員と協議すること 

・ 内訳書，明細書，代価表類の作成は「営繕積算システム RIBC２」の内訳書作成シス

テムにより行い，データを提出すること 

・ 拾い書類はエクセルにて作成し，必要な個所にはリンクをかけて提出すること 

・ 関係部署との協議については，必ず議事録を作成し，監督員へ提出すること 

・ 業務の一部を第三者へ委託しようとするときは，あらかじめ「再委託承諾申請書」

を監督員へ提出し，承諾を得ること 

・ 本業務実施にあたっての適用基準等は，公募要項による 

・ 貸与品等は，公募要項による 

・ 必要に応じて，別途業務事業者と協議・調整を行うこと 

 

７．電子納品 

・ 本業務は，電子納品対象業務とする（電子納品とは，調査，設計，工事などの各業

務段階の 終成果を電子データで納品することをいい，電子データとは，「福岡市電

子納品の手引き 建築・設備業務編」（以下，「電子納品の手引き」という。）に基づ

いて作成されたものを指す。） 

・ 業務完成時の提出物は，従来どおり「紙」による成果品とともに，「電子納品の手引

き」に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）を資料

として提出すること 

 

８．地下埋設物調査等に関する特記仕様書 

 (1) 設計段階における地下埋設物調査の徹底について 

・ 設計箇所及びその周辺に地下埋設物がある場合，その種類，位置，形状，深さ，構

造等をそれらの管理者が有する資料（台帳，竣工図等）と照合し確認するものとす

る 

・ 特に，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者と協議

を行い詳細な確認を行うものとする 

・ 設計を行う上で，より詳細な情報が必要な場合には，別途，試掘，ボーリング及び

地中探査等原位置での調査について，監督員と協議を行うものとする 

・ 地下埋設物の確認については，別紙様式により行い，結果を監督員へ報告するもの

とする 

 

 (2) 近接施工に関する確認・対策の徹底について 

・ 設計箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，構造等

を確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとし，対策

が必要となった場合には，監督員と協議を行うものとする 

・ 近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者と協議を行うものと

する。 

 

 (3) 地下埋設物等の設計図への表示の徹底について 



・ 設計箇所に影響または近接する地下埋設物等について，その位置関係が分かるよう

図面に表示するものとする 

 

９．労働環境改善の試行の取り組みに関する特記仕様書 

・ 本業務は，受発注者間の相互において労働環境の改善に関する取り組みを行う試行

業務である 

・ 取り組み内容については，以下に示す項目を参考として，受発注者間で調整のうえ

取り組めるものを設定し実施すること 

 （１）月曜日は依頼の期限日としない（マンデイ・ノ－ピリオド） 

 （２）金曜日は依頼しない（フライデイ・ノ－リクエスト） 

 （３）週１回以上は定時に帰るよう心がける（ワンウィ－ク・ノ－オ－バ－タイム） 

 （４）１７時以降の打合せは行わない（オ－バ－ファイブ・ノ－ミ－ティング） 

 （５）その他，取り組みが必要と思われる内容 

 

10．共通仕様書の読み替え 

・ 建築設計業務委託共通仕様書に記載の内容を，以下の通り読み替える 

共通仕様書の記載 読み替え 

委託契約 設計・施工一括契約 

6.「契約図書」とは，契約書又は請書及

び設計図書をいう。 

6.「契約図書」とは，契約書又は請書及

び業務水準をいう。 

設計図書 

 

業務水準 

（ただし，第 2 章以降に限る） 

設計業務委託契約書第 42 条の２第１項

第１号から第８号まで 

設計・施工一括契約書第 124 条第１項第

１号から第８号まで 

契約締結後 設計業務着手後 

 

 

  



別表 設計業務の範囲（本件対象項目は右に「○」，対象外項目は「－」） 

一般業務 

業務内容の項目 

基
本
設
計 

設計条件等の整理 
条件整理 － 

設計条件の変更等の場合の協議 － 

法令上の諸条件の調査及び関係機関と

の打合せ 

法令上の諸条件の調査 － 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ － 

上下水道，ガス，電力，通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ － 

基本設計方針の策定 
総合検討 － 

基本設計方針の策定及び建築主への説明 － 

基本設計図書の作成 － 

概算工事費の検討 － 

基本設計内容の建築主への説明等 － 

実
施
設
計 

要求等の確認 
建築主の要求等の確認 ○ 

設計条件の変更等の場合の協議 ○ 

法令上の諸条件の調査及び関係機関と

の打合せ 

法令上の諸条件の調査 ○ 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ － 

実施設計方針の策定 

総合検討 ○ 

実施設計のための基本事項の確定 ○ 

実施設計方針の策定及び建築主への説明 ○ 

実施設計図書の作成 
実施設計図書の作成 ○ 

建築確認申請図書の作成 － 

概算工事費の検討 － 

実施設計内容の建築主への説明等 ○ 

意 図

伝達 

設計意図を正確に伝えるための質疑応答，説明等 － 

工事材料，設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討，助言等 － 

追加業務 

上記以外で本委託に含まれる項目 

積算業務 ○ 既存建物調査 ○ 

建築確認申請手続業務(適判含む) － 建築物省エネ法の計画作成業務 － 

補助申請に係る申請及び協議 － 模型等作成 － 

ＣＡＳＢＥＥ申請 － 透視図作成 － 

施設台帳（電子データ） － 住宅性能評価申請手続き･手数料 － 

リサイクル計画書 ○ 営繕積算システム(RIBC)利用料 ○ 

防災拠点等の設計，検討 － 本業務に係る関係官公庁に対する諸手続 ○ 

建築物省エネ法の計画作成 － 

 



（様　式）

（あて先）
福岡市長

住所

氏名

　　地下埋設物を確認しましたので報告します。

裏面のとおり

＜確認に関する注意事項等＞

　　地下埋設物の確認にあたっては，以下のことに注意して行うこと。

地下埋設物確認書

契 約 件 名 ：

履 行 場 所 ：

確 認 結 果 ：

・管理者が有する資料（台帳，竣工図等）のみで確認が困難な場合には，別途，試掘等による
原位置での調査について，監督員と協議を行うこと。

平成　　年　　月　　日

・管理者が有する資料（台帳，竣工図等）については，現地と異なる場合があるため，資料を
基に現地と照合して確認を行うこと。

・破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者との協議を行い詳
細な確認を行うこと。

・工事に近接する地下埋設物については，詳細な確認を行い，工事による影響について管理
者と協議のうえ検討を行うこと。

・本様式には，主な地下埋設物のみを表示しているため，現場に応じて予想される地下埋設
物をその他の欄に追加して確認すること。

・工事による影響の有無については，管理者と協議のうえ確認を行うこと。

課　長 係　長 係　員

課　

印



確認結果

埋設物
試掘時の
現地立会

＜その他＞
下水道（再生水） 県警（信号ケーブル等）
国土交通省（光ケーブル等） 照明ケーブル
その他の通信 地下鉄 など

工事による影響 有　・　無

要・不要

要・不要

九 州 電 力
配 電 課

九 州 電 力
送 電 課

要・不要

要・不要

下 水 道

そ の 他

工事による影響 有　・　無

工事による影響 有　・　無

工事による影響 有　・　無

工事による影響 有　・　無

要・不要

Ｎ Ｔ Ｔ 要・不要

工事による影響 有　・　無

水 道

工事による影響 有　・　無

ガ ス

工事による影響 有　・　無

確認結果確認年月日

要・不要



第 1

第 1 － 1 条

第 1 － 2 条

第 1 － 3 条

第 1 － 4 条

第 1 － 5 条

第 1 － 6 条

第 1 － 7 条

第 1 － 8 条

第 1 － 9 条

第 2

第 2 － 1 条

　

用語の定義

・本仕様書における「業務水準」とは，契約書による。

本委託のかし担保期間は，受け渡し完了から本体構造物の工事完了後１年間とする。

但し，コンクリート構造物については2年間とする。

・管理技術者と主任技術者は兼ねることができる。

管理技術者の要件

本委託で適用する仕様書は，福岡市制定「測量調査業務共通仕様書」（平成３１年４月

版）及び「設計業務等共通仕様書」（第1編　共通編）（平成３１年４月版）によるこ

※共通仕様書は設計業務着手時における 新版を用いること。

条，第110条に限る

と。

※ただし，測量調査業務共通仕様書は，第101条，第102条，第105条，第106条，第109

章　共通仕様書

公園再整備　設計特記仕様書

本特記仕様書の適用範囲

博多区新庁舎整備等事業（公園設計）

受注者は契約後にいかなる細かな件をも発注者と緊密な連絡を保ち，その指示に従

かし担保期間

受注者は設計完成後に生じた疑義，その他諸々の件につき責任をもって回答

章　総則

わなければならない。殊に各段階の始めに基本方針の承認を受けるものとする。

しなければならない。

委託場所

公募要項のとおり

公園面積

履行期間

公募要項のとおり

公募要項のとおり　なお，業務の着手日については市と協議する。



第 3

第 3 － 1 条

第 4

第 4 － 1 条

第 5

第 5 － 1 条

第 6

第 6 － 1 条

第 6 － 2 条

第 6 － 3 条

章　業務計画書

受注者は，業務着手後14日以内に業務計画書を作成し，監督員に提出すること。

設計箇所及びその周辺に地下埋設物がある場合，その種類，位置，形状，深さ，

設計を行う上で，より詳細な情報が必要な場合には，別途，試掘，ボーリング及び

変更時は変更があった日から，閉庁日を除き15日以内に，完了時は業務完了後，

閉庁日を除き15日以内に，書面により監督員の確認を受けたうえで，登録機関に

　

章　第４章 業務実績情報システム（テクリス）

受注者は，業務着手時又は変更時において，契約金額が100万以上の業務について，業

務実績情報システム(テクリス)に基づき，受注・変更・完了時に業務実績情報として

祝日，年末年始の閉庁日（以下，閉庁日という）を除き15日以内に，登録内容の

作業に先立ち，公園設計業務着手届，技術者通知書，設計業務工程表を提出すること。

なお，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者との

　

登録申請すること。

「登録のための確認のお願い」を作成し，受注時は業務着手後，土曜日，日曜日，

章　手続きその他に関する事項

また，登録機関に登録後，テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし，直

ちに監督員に提出しなければならない。なお，変更時と完了時の間が，閉庁日を除

き10日間に満たない場合は，変更時の提出を省略できるものとする。

構造等をそれらの管理者が有する資料（台帳，竣工図等）と照合し確認するもの

地中探査等原位置での調査について，監督員と協議を行うものとする。

地下埋設物の確認については，結果を監督員へ報告するものとする。

協議を行い詳細な確認を行うものとする。

章　設計段階における地下埋設物調査の徹底について

とする。



第 7

第 7 － 1 条

第 7 － 2 条

第 8

第 8 － 1 条

第 9

第 9 － 1 条

第 10

第 10 － 1 条

第 11

第 11 － 1 条

受注者は，設計にあたって目的物の性能や維持管理などの観点から，品質確保に関

章　地下埋設物等の設計図への表示の徹底について

ライフサイクルコスト縮減（経済性）に関する検討を行うものとする。

章　コスト縮減

設計箇所に影響及び近接する地下埋設物等について，その位置関係が分かるよう図

とする。

を確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。

設計箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，構造等

章　近接施工に関する確認・対策の徹底について

なお，必要に応じて適切な対策を管理者と協議のうえ検討するものとする。

近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者との協議を行うもの

受注者は，設計にあたって建設副産物の発生，抑制，再利用の促進等の視点を取り

する検討を行うものとする。また，品質確保の検討成果として「品質確保検討報告

面に表示するものとする。

章　建設リサイクル

書」を作成し，報告書の一部として提出すること。

ルガイドラインに基づき「リサイクル計画書」を作成し，報告書の一部として提出

入れた設計を行うものとする。また，建設副産物の検討成果として，建設リサイク

すること。

章　品質確保



第 12

第 12 － 1 条

第 12 － 2 条

第 12 － 3 条

第 13

第 13 － 1 条

　①

　②

　③

第 14

第 14 － 1 条

第 15

第 15 － 1 条

章　電子納品

本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは，調査，設計，工事などの各業務

段階の 終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは，

章　労働環境改善の試行の取り組みについて

本業務は、受発注者間の相互において労働環境の改善に関する取り組みを行う試行業務
である。取り組み内容については、以下に示す項目を参考として、受発注者間で調整の
うえ取り組めるものを設定し実施すること。

（１）月曜日は依頼の期限日としない（マンデイ・ノ－ピリオド）

（２）金曜日は依頼しない（フライデイ・ノ－リクエスト）

（５）その他、取り組みが必要と思われる内容

（４）１７時以降の打合せは行わない（オ－バ－ファイブ・ノ－ミ－ティング）

（３）週１回以上は定時に帰るよう心がける（ワンウィ－ク・ノ－オ－バ－タイム）

（合同現地踏査について協議する業務の場合）
発注者及び受注者合同での現地踏査を希望する場合は，監督員と協議するものとする。
合同現地踏査において確認した事項については，打合せ記録簿に記録し，受発注者間で
相互に確認するものとする

及び事前協議に基づいて作成されたものを指す。

　

電子納品の位置づけは「成果物」であり，電子媒体はＣＤ－Ｒを提出すること。

電子媒体を提出する際は，事前協議によって決定した成果品が正しく格納されてい

るか，目視によるチェックを行い，不備がないことを確認した後，ウィルス対策を

実施したうえで提出すること。

章　合同現地踏査

本業務における成果品は，下記のとおりとする。(別紙 設計業務委託　提出図書一覧表
参照)

　

「福岡市電子納品の手引き　土木業務編」（以下，「電子納品の手引き」という。）

その他関係書類　　一式

電子データ（CD-R）１部

業務委託報告書　　２部（正・副）

章　成果品の提出



第 16

第 16 － 1 条

章　共通仕様書の読み替え

契約書第２０条第１項 契約書第２５条第１項

契約書第２６条 契約書第３１条

契約書第２７条 契約書第３２条

契約書第３１条 契約書第３６条

契約書第２９条第１項 契約書第３４条第１項

契約書第２９条第２項 契約書第３４条第２項

契約書第３９条 契約書第４５条

契約書第１５条 契約書第２０条

契約書第１０条第２項 契約書第１５条第２項

契約書第１２条 契約書第１７条

契約書第１３条 契約書第１８条

契約書第１１条第１項 契約書第１６条第１項

契約書第１８条第１項第５号 契約書第２３条第１項第５号

契約書第１８条 契約書第２３条

契約書第１９条 契約書第２４条

契約書第２１条 契約書第２６条

契約書第２８条 契約書第３３条

契約書第２２条 契約書第２７条

契約書第２３条 契約書第２８条

13.「設計図書」とは、仕様書、質問
回答書その他関係書類がある場合はこ
れらを含めた書類をいう。

契約書第７条第１項 契約書第１３条第１項

契約書第８条 契約書第６条

業務完了報告書 公園設計業務完了届

共通仕様書の記載 読み替え

契約書第１５条第１項契約書第１０条第１項

契約書第９条第１項 契約書第１４条第１項

・共通仕様書は，以下の通り読み替える
　　設計業務等共通仕様書

契約書第９条第２項 契約書第１４条第２項

契約書第６条第３項 契約書第１２条第３項

契約書第１条第５項 契約書第１条第３項

設計業務委託契約書 設計・施工一括契約書

11.「契約図書」とは、契約書及び設計図
書をいう。

11.「契約図書」とは、契約書及び業
務水準をいう。

13. 「設計図書」とは、仕様書、図面、数
量総括表（金抜設計書）、現場説明書及び
現場説明に対する質問回答書をいう。



契約書第３１条第２項 契約書第３４条第２項

共通仕様書の記載 読み替え

契約書第９条第１項 契約書第１４条第１項

７．「主任技術者」とは、契約の履行に関
し業務の管理及び統括等を行う者で、契約
書第10 条第１項の規定に基づき、受注者
が定めた者をいう。

７．「主任技術者」とは、管理技術者
のもとで業務を担当する者で、測量業
務に関する技術上の管理を行う者とし
て、受注者が定めた者をいう。

測量・地質調査業務委託契約書 設計・施工一括契約書

11.「設計図書」とは、仕様書、図面、数
量総括表、現場説明書及び現場説明に対す
る質問回答書をいう。

11.「設計図書」とは、仕様書、質問
回答書その他関係書類がある場合はこ
れらを含めた書類をいう。

10.「契約図書」とは、契約書及び設計図
書をいう。

10.「契約図書」とは、契約書及び業
務水準をいう。

　測量業務共通仕様書



■設計業務委託　提出図書一覧表 別紙

　◆一般共通

番号 項目一覧 提出時期

1 公園設計業務着手届 履行期間初日の翌日まで

2 設計業務工程表 業務着手後10日以内

3 管理技術者通知書 業務着手後遅延なく

4 主任技術者通知書 業務着手後遅延なく

5 照査技術者通知 業務着手後遅延なく

6 担当技術者通知 業務着手後遅延なく

7 業務実績情報システム（テクリス） 業務着手後15日以内

8 業務計画書 業務着手後14日以内

9 地下埋設物確認書 業務完了日

10 コスト縮減検討報告書 業務完了日

11 品質確保検討報告書 業務完了日

12 リサイクル計画書 業務完了日

13 照査報告書 業務完了日

14 打合せ記録簿 業務の区切りごと

15 電子納品 業務完了日

16 公園設計業務完了届 業務完了日

17 公園設計業務受渡書 検査完了後

　◆公園設計に必要なもの（業務委託報告書）

1 鳥瞰図等 業務完了日

2 設計概要書 業務完了日

3 特定施設整備項目表（チェックリスト） 業務完了日

4 排水流量計算書 業務完了日

5 照度計算書（照度分布図） 業務完了日

6 緑被率計算書 業務完了日

7 関係図書（出典根拠・参考資料等） 業務完了日

8 工事費内訳書明細及び数量計算書 業務完了日

9 その他必要書類（　　　　　　　　　　） 業務完了日

◆図面（業務委託報告書）

1 総合平面図（カラー） 業務完了日

2 現況平面図 業務完了日

3 撤去平面図（施設・植栽等） 業務完了日

4 割付平面図 業務完了日

5 造成平面図 業務完了日

6 縦断図 業務完了日

7 横断図 業務完了日

8 施設平面図 業務完了日

9 植栽平面図 業務完了日

10 給水，排水平面図 業務完了日

11 電気平面図 業務完了日

12 その他構造図 業務完了日

※提出図書の詳細については監督員と協議すること
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2

3

1 ．

2 ．

3 ．

4 ．

5 ．

6 ．

成果品の内容の適正について各段階で照査を行い，照査報告書として提出する。

鳥瞰図又は透視図の作成

決定した内容に基づき，計画の内容を伝えるための鳥瞰図又は透視図を作成する。作成にあ
たっては，監督員と協議の上決定する。

業務着手時・中間時・成果品納入時及び必要な場合に監督員と打合せ・協議を行う。着手時及
び成果品納入時は管理技術者が出席する。

打合せ協議

尚，打合せ協議終了後は，記録簿を作成し監督員に確認する。

基本設計図の作成

事業者公募要項等の内容の整合性の確認を行うとともに空間構成・景観・意匠，造成，植栽，
供給処理設備等の基本方針と整備水準・目標工事費・維持管理基本方針の検討と設定を行う。

実測平面図を作成し，それに基づいた各種の基本設計平面図を作成する。また，主要施設の構
造イメージ図を作成する。

照査

与条件の細部検討

基本計画や，事業者公募要項（本事業に係る与条件並びに要求水準に関する事項），各種設計
条件の整理・確認及び各種設計基準の抽出と適用の確認を行う。

諸施設の検討及び設定

博多区新庁舎整備等事業（公園設計）

．業務内容（基本設計）

本業務は，都心部に位置する藤田公園において，周辺の土地利用との整合を図り，地域住民及
び周辺施設の勤労者等の憩いの空間として，快適で安全な公園を目指した再整備のための基本
設計を行うことを目的とする。

．目的

公園基本設計　特記仕様書

．本特記仕様書の適用範囲
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業務にあたっては，関係法令並びに次の図書にもとづき実施する。

・公園施設標準設計図集「平成30年度版（HP参照）」

・福岡市環境配慮指針「平成30年6月（HP参照）」

・福岡市土木工事共通仕様書「平成31年4月（HP参照）」

・福岡市　新・緑の基本計画「平成21年5月（HP参照）」

・福岡市都市緑化マニュアル「平成14年5月（HP参照）」

・福岡市福祉のまちづくり条例（施設整備マニュアル）「改訂版2014（HP参照）」

．基準図書等



1

2

3

1 ．

2 ．

3 ．

4 ．

5 ．

6 ．

7 ．

8 ．

9 ．

施設及び材料の選定にあたっては，上記の内容及びコストについての比較検討を行い選定する。

与条件の確認及び調査に基づき，意匠性・安全性・機能性・施工性及び市場性に関する検討と設
定を行う。また，維持管理及びライフサイクルコスト等に関する検討を行うとともに，目標工事
費との調整を行う。

基本設計平面図に基づいた各種の実施設計平面図を作成する。また，各種施設の構造図を作成す
るとともに，必要に応じて園路縦断図・排水縦断図等の作成及び特記事項を付記する。

図面及び工事仕様書に基づき，施工数量や材料の計算を行う。また必要に応じて実施設計に必要
な応力や容量の計算，排水流量計算，照度分布図に基づく照度計算，緑被率の算出等を行う。

打合せ協議

尚，打合せ協議終了後は，記録簿を作成し監督員に確認する。

業務着手時・中間時・成果品納入時及び必要な場合に監督員と打合せ・協議を行う。着手時及び
成果品納入時は管理技術者が出席する。

成果品の内容の適正について各段階で照査を行い照査報告書として提出する。

実施設計説明書の作成

設計概要書を作成するとともに，上記検討資料を取りまとめた報告書を作成する。

照査

数量計算

工事費の算出

工事費を算出する。

撤去設計

撤去平面図等を作成するとともに，数量を算出する。

実施設計図の作成

与条件の確認

実施設計の検討

基本設計に基づいて実施設計を行うにあたり必要となる適用設計条件や設計基準，関連機関との
調整内容の確認を行う。

博多区新庁舎整備等事業（公園設計）

．業務内容（実施設計）

本業務は，都心部に位置する藤田公園において，周辺の土地利用との整合を図り，地域住民及び
周辺施設の勤労者等の憩いの空間として，快適で安全な公園を目指した再整備のための実施設計
を行うことを目的とする。

．目的

公園実施設計　特記仕様書

．本特記仕様書の適用範囲
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・福岡市土木工事共通仕様書「平成31年4月（HP参照）」

・福岡市都市緑化マニュアル「平成14年5月（HP参照）」

・福岡市福祉のまちづくり条例（施設整備マニュアル）「改訂版2014（HP参照）」

・公園施設標準設計図集「平成30年度版（HP参照）」

・福岡市環境配慮指針「平成30年6月（HP参照）」

．基準図書等

業務にあたっては，関係法令並びに次の図書にもとづき実施する。

・福岡市　新・緑の基本計画「平成21年5月（HP参照）」
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建築工事等監督業務委託共通仕様書 

第１章 総則 

１．１適用 

１．本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築工事監督業務（建築工事、電気

設備工事又は機械設備工事の工事監督をいうものとし、以下「工事監督業務」という。）

の委託に適用する。 

２．設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書の間に相違がある場合、

設計図書の優先順位は、次の（１）から（４）の順序のとおりとする。 

(１)質問回答書

(２)委託説明書

(３)特記仕様書

(４)共通仕様書

３．受注者は、前項の規定により難い場合又は設計図書に明示のない場合若しくは疑義を

生じた場合には、監督員と協議するものとする。 

１．２用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１．「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は業務遂行責任者に

対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第６条の規程に基づき、発注者

が定める者であり、総括監督員、監督員を総称していう。 

２．「検査員」とは、工事監督業務の完了の確認及び部分払いの請求に係る出来形部分の

確認を行う者で、発注者が定めた者をいう。 

３．「業務遂行責任者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契

約書第７条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

４．「対象工事」とは、当該工事監督業務の対象となる工事をいう。 

５．「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者

又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。 

６．「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

７．「契約書」とは工事監督業務委託に関する契約書をいう。 

８．「設計図書」とは、質問回答書、委託説明書及び仕様書をいう。 

９．「質問回答書」とは、仕様書、委託説明書及び委託説明に関する入札等参加者からの

質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 

10．「委託説明書」とは、工事監督業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該

　工事監督業務の契約条件を説明するための書面をいう。 

11．「仕様書」とは、特記仕様書（特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。）

　及び共通仕様書を総称していう。 

12．「特記仕様書」とは、工事監督業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図
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書をいう。 

13．「共通仕様書」とは、工事監督業務に共通する事項を定める図書をいう。 

14．「対象工事の設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設

計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 

15．「業務報告書」とは、契約書第９条に定める履行状況の報告に係る報告書をいう。 

16．「指示」とは、監督員又は検査員が受注者に対し、工事監督業務の遂行上必要な事項

について書面をもって示し、実施させることをいう。 

17．「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関

して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 

18．「通知」とは、工事監督業務に関する事項について、書面をもって知らせることをい

う。 

19．「報告」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、工事監督業務の遂行に当たって調

査及び検討した事項について通知することをいう。 

20．「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た工事監督業務の遂

行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。 

21．「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者

が対等の立場で合議することをいう。 

22．「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、工事監督業務に係る書面又はその

他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

23．「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発行年月日を記載し、署

名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、メールその他、監督員の承諾

を受けた方法により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と差し替えるものと

する。 

24．「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、工事監督業務の完了の確認及び部分払い

の請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。 

25．「打合せ」とは、工事監督業務を適正かつ円滑に実施するために業務遂行責任者等が

監督員と面談等により、業務の方針、条件等又は設計内容等の疑義を正すこと及び工事

の受注者等と業務実施上必要な面談等を行うことをいう。 

26．「協力者」とは、受注者が工事監督業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託

する者をいう。 
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第２章 工事監督業務の内容 

工事監督業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。 

 

２．１一般業務の内容 

受注者は監督員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、業務計画書に記載した業

務方針に基づいて行うものとする。 

１．工事監督に関する業務 

（１）工事監督方針の説明等 

（ⅰ）工事監督方針の説明 

当該業務の着手に先立って、工事監督体制その他工事監督方針について記載された

業務計画書を作成し、監督員に提出し、承諾を受ける 

（ⅱ）工事監督方法変更の場合の協議 

当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、監督員と協議する。 

（２）対象工事の設計図書の内容の把握等 

（ⅰ）対象工事の設計図書の内容の把握 

対象工事の設計図書の内容を把握し、対象工事の設計図書に明らかな矛盾、誤謬、

脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、監督員に報告

する。 

（ⅱ）質疑書の検討 

工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、対象工事の設計図

書に定められた品質（形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下、同じ）確

保の観点から技術的に検討し、その結果を監督員に報告する。 

（３）対象工事の設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 

（ⅰ）施工図等の検討及び報告 

①.対象工事の設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図（躯

体図、工作図、製作図等をいう。）製作見本、見本施工等が対象工事の設計図書の

内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その

旨を監督員に報告する。 

②.①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、対象工事の設計図書に定め

られた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 

③.②の結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出

した場合は、①、②の規定を準用する。 

（ⅱ）工事材料、設備機器等の検討及び報告 

①.対象工事の設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、

設備機器等（当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。）

及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を監督員

に報告し、提案、又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が対象工

事の設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる

場合には、その旨を監督員に報告する。 
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②.①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、対象工事の設計図書に定め

られた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 

③.②の結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案

又は提出した場合は、①、②の規定を準用する。 

（４）対象工事と対象工事の設計図書との照合及び確認 

工事の受注者等が行う対象工事が対象工事の設計図書の内容に適合しているかに

ついて、対象工事の設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、

抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工

事に応じた合理的方法により確認を行う。 

（５）対象工事と対象工事の設計図書との照合及び確認の結果報告等 

①.（４）の結果、対象工事が対象工事の設計図書のとおりに実施されていると認め

られる場合には、その旨を監督員に報告する。 

②.（４）の結果、対象工事が対象工事の設計図書のとおりに実施されていないと認

められる箇所がある場合には、直ちに、監督員に報告するとともに、対象工事の設

計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員

に報告する。 

③.監督員から対象工事が対象工事の設計図書のとおりに実施されていないと認めら

れる箇所を示された場合には、対象工事の設計図書に定められた品質を確保するた

めに必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 

④.工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が対象工事の設計図書に

定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その

内容を監督員に報告する。 

⑤.④の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、

①、②、③、④の規定を準用する。 

（６）業務報告書等の提出 

対象工事と対象工事の設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及

び監督員が指示した書類等の整備を行い、監督員に提出する。 

 

２．工事監督に関するその他の業務 

（１）工程表の検討及び報告 

①.工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、

工事請負契約に定められた工期及び対象工事の設計図書に定められた品質が確保

できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、

その旨を監督員に報告する。 

②.①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事

の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、監督員に報

告する。 

③.②の結果、請負者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準

用する。 
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（２）対象工事の設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 

①.対象工事の設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工計画（工

事施工体制に関する記載を含む。）について、工事請負契約に定められた工期及び

対象工事の設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検

討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。 

②.①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事

の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、監督員に報

告する。 

③.②の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の

規定を準用する。 

（３）対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

（ⅰ）対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告 

①.工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容（対象工事の設計図書に関

する内容を除く。）に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、

工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方

法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を監督員に報告

する。 

②.①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は監督員から

適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者に対して指示すべき事項を

検討し、その結果を監督員に報告する。 

③.工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を監督

員に報告する。 

④.③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、

①、②、③の規定を準用する。 

（ⅱ）工事請負契約に定められた指示、検査等 

設計図書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等（対象工事の設計図書

に定めるものを除く。）を行い、その結果を監督員に報告する。また工事の受注者

等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 

（ⅲ）対象工事が対象工事の設計図書の内容に適合しないと疑いがある場合の破壊検査 

工事の受注者等の行う対象工事が、対象工事の設計図書の内容に適合しない疑い

があり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、監督員に報告し、

監督員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 

（４）関係機関の検査の立会い等 

建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、

工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき監督員に報告する。 

 

２．２追加業務の内容 

追加業務の内容については、特記仕様書による。一般業務と同様、監督員の指示に従い、

業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 
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第３章 業務の実施 

３．１業務の着手 

受注者は、設計図書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなけ

ればならない。 

この場合において、着手とは、業務遂行責任者が工事監督業務の実施のため監督員との打

合せを開始することをいう。 

３．２適用基準等 

１．受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)

は、特記仕様書による。 

２．適用基準等で市販されているものについては受注者の負担において備えるものとする。 

３．３提出書類 

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、

速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求

代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその

他委託説明の際指定した書類を除くものとする。 

２．受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の

指示によるものとする。 

３．業務実績情報を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容につ

いて、あらかじめ監督員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査員に提示

し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明

する資料を監督員に提出しなければならない。 

３．４業務計画書 

１．受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければな

らない。 

２．業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 

(1)業務一般事項

(2)業務工程計画

(3)業務体制

(4)業務方針

上記事項のうち(2)業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行っ

た上で内容を定めなければならない。また、(4)業務方針の内容については、事前に監

督員の承諾を得なければならない。 

３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その

都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

４．監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出し

なければならない。 
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３．５守秘義務 

受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

３．６再委託 

１．契約書第５条１項に定める「主たる部分」とは、工事監督業務等における総合的な企

画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者はこれを再委託してはならない。 

２．受注者が、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製

作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくと

もよいものとする。 

３．受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承

諾を得なければならない。 

４．受注者は、工事監督業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面によ

り行うこととする。なお、協力者が福岡市の競争入札有資格者名簿に登載された者であ

る場合は、競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者であ

ってはならない。 

５．受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われると

きは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手

方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、

監督員に提出しなければならない。 

６．受注者は、協力者に対して、工事監督業務の実施について適切な指導及び管理を行わ

なければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を

講じなければならない。 

 

３．７監督員 

１．発注者は、契約書第６条の規程に基づき、工事監督業務における監督員を定め、受注

者に通知するものとする。 

２．監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行う

ものとする。 

３．監督員の権限は、契約書第６条第２項に定める事項とする。 

４．監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要

する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 

５．監督員は、口頭による指示等を行った場合は、7 日以内に書面により受注者にその内

容を通知するものとする。 

 

３．８業務遂行責任者 

１．受注者は、契約書第７条の規程に基づき、業務遂行責任者を定め発注者に通知しなけ

ればならない。なお、業務遂行責任者は、日本語に堪能でなければならない。 

２．業務遂行責任者の資格要件は、特記仕様書による。 

３．業務遂行責任者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 
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４．業務遂行責任者の権限は、契約書第７条第２項に定める事項とする。ただし、受注者

が、業務遂行責任者に委任する権限（契約書の規程により行使できないとされた権限を

除く。）を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 

５．業務遂行責任者は、関連する他の工事監督業務が発注されている場合は、円滑に業務

を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならな

い。 

 

３．９監督員及び工事の受注者等 

発注者は対象工事の監督員及び工事の受注者等を受注者に通知するものとする。 

 

３．10 軽微な設計変更 

受注者は、設計内容の伝達を受け、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合い

や工事間の調整等により、又は監督員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、

工事の受注者等へ指示すべき事項を監督員に報告する。 

 

３．11 貸与品等 

１．業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等（以

下「貸与品等」という。）は、特記仕様書による。 

２．受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は速やかに監督員に返却しなければなら

ない。 

３．受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、

損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

４．受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲

覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 

 

３．12 関連する法令、条例等の遵守 

受注者は、工事監督業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければ

ならない。 

 

３．13 関係機関への手続き等 

１．受注者は、工事監督業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及

び立会いの際に協力しなければならない。 

２．受注者は、工事監督業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが

必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。 

３．受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、

必要な協議を行うものとする。 

３．14 打合せ及び記録 

１．工事監督業務を適正かつ円滑に実施するため、業務遂行責任者と監督員は常に密接な

連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都
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度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 

２．工事監督業務着手時及び設計図書に定める時期において、業務遂行責任者と監督員は

打合せを行うものとし、その結果について、業務遂行責任者が書面(打合せ記録簿)に記

録し、相互に確認しなければならない。 

３．受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に監督員の承諾を受けること

とする。また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面（打合せ記録簿）

に記録し、速やかに監督員に提出しなければならない。 

 

３．15 条件変更等 

１．受注者は、設計図書に明示されていない履行条件について契約書第 11 条第１項第５

号に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協議し

て当該規程に適合すると認められた場合、は契約書第 11 条第１項の規程により、速や

かに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 

２．監督員が、受注者に対して契約書第 11 条に定める設計図書の訂正又は変更を行う場

合、契約書第 12 条に規定する設計図書の変更を行う場合は、書面によるものとする。 

 

３．16 一時中止 

１．発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書第 13 条第１項の規定により、工事監

督業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 

(1)対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監督業務の続行を不適当と認め

た場合 

(2)環境問題等の発生により工事監督業務の続行が不適当又は不可能となった場合 

(3)天災等により、工事監督業務の対象箇所の状態が変動した場合 

(4)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 

２．発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員

が必要と認めた場合には、工事監督業務の全部又は一部を中止させることができるもの

とする。 

 

３．17 履行期間の変更 

１．受注者は、契約書第 14 条の規程に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、

延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書その他必要な資料

を発注者に提出しなければならない。 

２．受注者は、契約書第 11 条、第 14 条及び第 15 条の規定に基づき履行期間を変更した

場合は、速やかに業務工程計画を修正した業務計画書を提出しなければならない。 

 

３．18 検査 

１．受注者は、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。 

２．受注者は、工事監督業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査

を受けなければならない。 
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３．受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告

書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検

査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。 

４．受注者は、契約書第 22 条第 2 項により第 21 条を準用した規定に基づく、業務委託料

の支払いの請求に係る出来形部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る出来形

部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、

次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。 

(1)監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 

(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 

５．発注者は、工事監督業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をも

って検査日を通知するものとする。 

６．検査員は、監督員及び業務遂行責任者の立会のうえ、工事監督業務の実施状況につい

て、書類等により検査を行うものとする。 

 



新庁舎整備 監督業務特記仕様書 
 

１．監督する工事概要・期間 

  公募要項による 

 

２．監督対象工事 

 建築工事，電気設備工事，機械設備工事 

 （ただし，設計業務の提案内容によってはこの限りではない） 

 

３．業務遂行責任者等の資格要件 

責任者等 資格要件 

工事監督業務遂行責任者 一級建築士 

担当技術者（委託監督員） 

建築 一級建築士 

電気 建築設備士 

機械 建築設備士 

  ※ 工事監督業務遂行責任者と担当技術者は兼ねてよい 

  ※ 担当技術者は，建築・電気・機械で各１名以上選出すること 

 

４．業務内容等 

 (1) 工事監督業務 

・ 地方自治法，福岡市契約事務規則，工事監督規程，建築工事委託監督業務項目その

他関係規程に準拠し，誠実にその監督業務を行うこと 

・ 建築士法に基づく工事監理（平成 31年国土交通省告示第 98号別添一第２項による）

を行うこと 

 

 (2) 指示を受けるべき事項 

・ 次の場合，速やかに監督員，市民局総務部区庁舎担当及び財政局財産有効活用部財

産管理課の担当者と十分に協議し，指示を受けること 

① 業務水準及び設計成果物に疑義があるとき 

② 設計変更を要するとき 

③ 色，柄を決定するとき 

④ 部分払出来高検査・指定部分完了検査・中間技術検査・工事完了検査を行なうと

き 

⑤ 工事が期限内に完成できないと推測されるとき 

⑥ その他不測の場合，または疑義のあるとき 

 

(3) 報告 

・ 工事期間中及び工事完了時に次の事項を遅滞なく監督員に報告すること。 



① 工事監督日報  … 一週間ごとに提出 

② 工事監督月報  … 翌月の初めに提出 

③ 各種試験成績表 … 試験後速やかに提出 

④ 各種施工図等  … 試験後速やかに提出 

 

５．資料の供与及び貸与等 

  公募要項による 

 

６．注意事項等 

・ 本仕様書において「業務水準」とは，契約書による・ 本業務実施にあたっての適

用基準等は，公募要項による 

・ 部分払出来高検査・指定部分完了検査・中間技術検査・工事完了検査に立会するこ

と 

・ 期間は本工事の工事期間であり工事監督業務は工事完了後，受渡し完了まで継続し

て行うこと 

・ 業務の一部を第三者へ委任しようとするときは，あらかじめ「再委託承諾申請書」

を市担当者へ提出し，承諾を受けること。 

・ 管理技術者等の中から発注者の認める者を建築基準法に基づく工事監理者とする 

 

７．共通仕様書の読み替え 

・ 建築工事等監督業務委託共通仕様書に記載の内容を，以下の通り読み替える 

共通仕様書の記載 読み替え 

業務遂行責任者 工事監督業務遂行責任者 

工事請負契約 設計・施工一括契約 

6.「契約図書」とは，契約書及び設計図

書をいう。 

6.「契約図書」とは，契約書及び業務水

準をいう。 

設計図書 業務水準（ただし，第２章以降に限る） 

工事監督業務委託に関する契約書 

 

博多区新庁舎整備等事業に関する設

計・施工一括契約書 

工事監督業務の入札等に参加する者 

 

博多区新庁舎整備等事業の入札に参加

する者 

14．「対象工事の設計図書」とは，対象

工事の工事請負契約書の規定により定

められた設計図書，発注者から変更又は

追加された図面及び図面のもとになる

計算書等をいう。 

14．「対象工事の設計図書等」とは，契

約書の規定により定められた業務水準，

設計成果物，発注者から変更又は追加さ

れた図面及び図面のもとになる計算書

等をいう。 

対象工事の設計図書 対象工事の設計図書等 

契約書第 9 条 契約書第 55 条 



工期 履行期間 

契約締結後 工事監督業務着手後 

業務委託料 工事監督費 

契約書第 5 条第 1 項 契約書第 51 条第 1 項 

契約書第 6 条 契約書第 52 条 

契約書第 6 条第 2 項 契約書第 52 条第 2 項 

契約書第 7 条 契約書第 53 条 

契約書第 7 条第 2 項 契約書第 53 条第 2 項 

契約書第 11 条第 1 項第 5 号 契約書第 57 条第 1 項第 5 号 

契約書第 11 条第 1 項 契約書第 57 条第 1 項 

契約書第 11 条 契約書第 57 条 

契約書第 12 条 契約書第 58 条 

契約書第 13 条第 1 項 契約書第 59 条第 1 項 

契約書第 14 条 契約書第 60 条 

契約書第 11 条，第 14 条及び第 15 条 契約書第 57 条，第 60 条及び第 61 条 

業務完了届 工事監督業務完了届 

契約書第 22 条第 2 項により第 21 条 契約書第 68 条第 2 項により第 67 条 

  



現庁舎解体 監督業務特記仕様書 
 

１．監督する工事概要・期間 

  公募要項による 

 

２．監督対象工事 

 解体工事 

 

３．業務遂行責任者等の資格要件 

責任者等 資格要件 

工事監督業務遂行責任者 一級建築士 

担当技術者（委託監督員） 建築 一級建築士 

  ※ 工事監督業務遂行責任者と担当技術者は兼ねてよい 

 

４．業務内容等 

 (1) 監督業務 

・ 地方自治法，福岡市契約事務規則，工事監督規程，建築工事委託監督業務項目その

他関係規程に準拠し，誠実にその監督業務を行うこと 

 

 (2) 指示を受けるべき事項 

・ 次の場合，速やかに監督員及び市民局総務部区庁舎担当の担当者と十分に協議し，

指示を受けること 

① 業務水準及び設計成果物に疑義があるとき 

② 設計変更を要するとき 

③ 部分払出来高検査・指定部分完了検査・中間技術検査・工事完了検査を行なうと

き 

④ 工事が期限内に完成できないと推測されるとき 

⑤ その他不測の場合，または疑義のあるとき 

 

(3) 報告 

・ 工事期間中及び工事完了時に次の事項を遅滞なく本市財政局アセットマネジメント

推進部施設建設課，設備課及び事業主管課に報告すること。 

① 工事監督日報  … 一週間ごとに提出 

② 工事監督月報  … 翌月の初めに提出 

 

５．資料の供与及び貸与等 

  公募要項による 

 



６．注意事項等 

・ 本仕様書において「業務水準」とは， 契約書による 

・ 本業務実施にあたっての適用基準等は，公募要項による 

・ 部分払出来高検査・指定部分完了検査・中間技術検査・工事完了検査に立会するこ

と 

・ 期間は本工事の工事期間であり工事監督業務は工事完了後，受渡し完了まで継続し

て行うこと 

・ 業務の一部を第三者へ委任しようとするときは，あらかじめ「再委託承諾申請書」

を市担当者へ提出し，承諾を受けること。 

 

７．共通仕様書の読み替え 

・ 建築工事等監督業務委託共通仕様書に記載の内容を，以下の通り読み替える 

共通仕様書の記載 読み替え 

建築工事監督業務（建築工事，電気設備

工事又は機械設備工事の工事監督をい

うものとし，以下「工事監督業務」とい

う。） 

解体工事監督業務（解体工事の工事監督

をいうものとし，以下「工事監督業務」

という。） 

 

業務遂行責任者 工事監督業務遂行責任者 

工事請負契約 設計・施工一括契約 

6.「契約図書」とは，契約書及び設計図

書をいう。 

6.「契約図書」とは，契約書及び業務水

準をいう。 

設計図書 業務水準（ただし第２章以降に限る。） 

工事監督業務委託に関する契約書 

 

博多区新庁舎整備等事業に関する設

計・施工一括契約書 

工事監督業務の入札等に参加する者 

 

博多区新庁舎整備等事業の入札に参加

する者 

14．「対象工事の設計図書」とは，対象

工事の工事請負契約書の規定により定

められた設計図書，発注者から変更又は

追加された図面及び図面のもとになる

計算書等をいう。 

14．「対象工事の設計図書等」とは，契

約書の規定により定められた業務水準，

設計成果物，発注者から変更又は追加さ

れた図面及び図面のもとになる計算書

等をいう。 

対象工事の設計図書 対象工事の設計図書等 

契約書第 9 条 契約書第 55 条 

工期 履行期間 

契約締結後 工事監督業務着手後 

業務委託料 工事監督費 

契約書第 5 条第 1 項 契約書第 51 条第 1 項 



契約書第 6 条 契約書第 52 条 

契約書第 6 条第 2 項 契約書第 52 条第 2 項 

契約書第 7 条 契約書第 53 条 

契約書第 7 条第 2 項 契約書第 53 条第 2 項 

契約書第 11 条第 1 項第 5 号 契約書第 57 条第 1 項第 5 号 

契約書第 11 条第 1 項 契約書第 57 条第 1 項 

契約書第 11 条 契約書第 57 条 

契約書第 12 条 契約書第 58 条 

契約書第 13 条第 1 項 契約書第 59 条第 1 項 

契約書第 14 条 契約書第 60 条 

契約書第 11 条，第 14 条及び第 15 条 契約書第 57 条，第 60 条及び第 61 条 

業務完了届 工事監督業務完了届 

契約書第 22 条第 2 項により第 21 条 契約書第 68 条第 2 項により第 67 条 

 

 



公園再整備監督業務委託仕様書 

 

１．適  用 

この仕様書は、福岡市が委託する博多区新庁舎整備等事業（公園整備工事）の監督業務委託に適用

する。 

 

２．一般的義務 

 （１） 受注者は、博多区新庁舎整備等事業（公園整備工事）（以下「対象工事」という） 
の請負契約の適正な履行を確保するために必要な施工監理業務を厳正に実施しなければなら 
ない。 

 （２） 受注者は、対象工事の調査、測量及び製図の業務についても従事しなければならない。 

 （３） 受注者は、対象工事に関する工事請負者との協議等の事項、また関係機関、地元と 
の交渉については、すみやかに監督員にその内容を報告しなければならない。 

 

３．設計図書の理解 

   受注者は、対象工事の契約書及び設計図書の内容を充分に理解し、更に工事現場の状況 
についても精通しておかなければならない。 

 

４．図書等の監理 

   受注者は、発注者から供与もしくは貸与を受けた図書及び物品については、善良なる管 
理をおこなわなければならない。 

 

５．工事施工監督業務の内容 

 （１） 受注者は、「施工監理委託工事通知書」（様式第１号）を受理したときは、 

    「工事監理者届出書」（様式第２号）を提出しなければならない。 

 

 （２） 対象工事の適正な履行を確保するために受注者がおこなう業務は、次の内容とする。 

    ア．対象工事に関する指導，協議，立会，検査，試験，改造請求及び破壊検査 

    イ．関連工事との調整 

    ウ．関係機関との協議、調整 

    エ．請負工事の現場作業に関する苦情・条件処理 

    オ．工事記録及び必要書類整理の指導 

    カ．契約変更、条件変更に係る請負人との協議 

    キ．その他、前各号に付帯するもので監督員が指示するもの 

 

 （３） 受注者は、対象工事の工事請負者が次の工事関係書類を提出できるよう指導しなけ 
ればならない。 

    ア．工事記録写真 

    イ．出来高管理報告書 

    ウ．出来形管理報告書 

    エ．品質管理報告書 

    オ．材料、施工承諾関係書類 

    カ．その他監督員が指示するもの 

 

 （４） 受注者は、各月毎の委託業務の完了にあたり、「業務委託完了報告書」（様式第３ 
号）及び「公園等工事施工監理業務記録」（様式第４号）を各月毎に提出しなければならな

い。 

 

６．設計変更等に関する協議 



   受注者は、対象工事の内容に関して契約変更、内容変更、条件変更等に係わる事項が生 
じた場合は監督員と協議し、さらにその協議内容を工事請負者に正確に伝えなければならない。 

 

７．対外交渉に関する協議 

   受注者は、対象工事の内容に関して関係機関、地元等と交渉する必要が生じた場合は、 
事前にその内容について監督員と協議しなければならない。 

 

８．検査の立会 

   受注者は、市及び他の機関が行う対象工事の検査に立会し、求められる説明に応じなけ 
ればならない。 

 



新庁舎整備 工事業務特記仕様書 
 

１．工事概要・期間 

  公募要項による 

  なお，業務の着手日については市と協議する 

 

２．適用する特記仕様書 

・ 建築工事特記仕様書 

・ 電気設備工事特記仕様書 

・ 特記仕様書（機械設備工事に係るもの） 

 なお，特記仕様書は 新のものを適用すること。 

 

３．特記仕様書の読み替え 

・ 上記特記仕様書に記載の内容を，以下の通り読み替える 

共通仕様書の記載 読み替え 

福岡市建設工事請負契約約款第３条第

２項 
設計・施工一括契約書第第７７条第２項 

工事請負契約書 設計・施工一括契約書 

請負契約の締結後 工事業務の着手後 

契約約款第２０条 契約約款９２条 

 

４．工事実績情報の登録について 

・ 上記特記仕様書における「工事実績情報の登録」について，登録時期のうち「受注

時」は「工事着手時」に読み替える 

 

 

  



























現庁舎解体 工事業務特記仕様書 
 

１．工事概要・期間 

  公募要項による 

  なお，業務の着手日については市と協議する 

 

２．適用する特記仕様書 

・ 解体工事特記仕様書 

 なお，特記仕様書は 新のものを適用すること。 

 

３．特記仕様書の読み替え 

・ 上記特記仕様書に記載の内容を，以下の通り読み替える 

共通仕様書の記載 読み替え 

福岡市建設工事請負契約約款第３条第

２項 
設計・施工一括契約書第第７７条第２項 

工事請負契約書 設計・施工一括契約書 

請負契約の締結後 工事業務の着手後 

 

４．工事実績情報の登録について 

・ 上記特記仕様書における「工事実績情報の登録」について，登録時期のうち「受注

時」は「工事着手時」に読み替える 

 







（様　式）

（あて先）
福岡市長

住所

氏名

　　地下埋設物を確認しましたので報告します。

裏面のとおり

＜確認に関する注意事項等＞

　　地下埋設物の確認にあたっては，以下のことに注意して行うこと。

地下埋設物確認書

契 約 件 名 ：

履 行 場 所 ：

確 認 結 果 ：

・管理者が有する資料（台帳，竣工図等）のみで確認が困難な場合には，別途，試掘等による
原位置での調査について，監督員と協議を行うこと。

平成　　年　　月　　日

・管理者が有する資料（台帳，竣工図等）については，現地と異なる場合があるため，資料を
基に現地と照合して確認を行うこと。

・破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者との協議を行い詳
細な確認を行うこと。

・工事に近接する地下埋設物については，詳細な確認を行い，工事による影響について管理
者と協議のうえ検討を行うこと。

・本様式には，主な地下埋設物のみを表示しているため，現場に応じて予想される地下埋設
物をその他の欄に追加して確認すること。

・工事による影響の有無については，管理者と協議のうえ確認を行うこと。

課　長 係　長 係　員

課　

印



確認結果

埋設物
試掘時の
現地立会

＜その他＞
下水道（再生水） 県警（信号ケーブル等）
国土交通省（光ケーブル等） 照明ケーブル
その他の通信 地下鉄 など

工事による影響 有　・　無

要・不要

要・不要

九 州 電 力
配 電 課

九 州 電 力
送 電 課

要・不要

要・不要

下 水 道

そ の 他

工事による影響 有　・　無

工事による影響 有　・　無

工事による影響 有　・　無

工事による影響 有　・　無

要・不要

Ｎ Ｔ Ｔ 要・不要

工事による影響 有　・　無

水 道

工事による影響 有　・　無

ガ ス

工事による影響 有　・　無

確認結果確認年月日

要・不要



第 1

第 1 － 1 条

第 1 － 2 条

1．

2．

3．

4．

第 1 － 3 条

第 1 － 4 条

第 1 － 5 条

第 1 － 6 条

1．

2．

3．

第 1 － 7 条

章　共通

※ただし，共通仕様書は工事着手時における 新版を用いること。

標準図集

各種施設構造図は特に指示がない限り福岡市花とみどりのまち推進部制定「公園

請負代金内訳

本工事は，設計・施工一括契約書第77条による請負代金内訳書の提出は要しないもの

本工事のかし担保期間は，受け渡し完了の日より1年間とする。

但し，コンクリート構造物については2年間とする。

完成時の提出図書

以下を工事完成時に「保全に関する資料」として提出するものとする。

設計図に従って作成した工事完成図の紙および電子データ

工作物等調書（別途様式Excelデータ）

特殊品（遊具，照明灯等）の材料承諾図の写し（PDF）および保証書（原本）

用語の定義

本仕様書における「業務水準」とは，契約書による。

（http://www.city.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。

施設標準設計図集（平成30年4月版）」，又は道路下水道局制定「土木構造物標準

図集（平成31年3月版）」によること。

とする。

土木工事共通仕様書（第1編　共通編，第2編　材料編，第3編　土木工事共通編，第5
編　公園・緑地編，第11編　電気通信設備編）（平成23年10月，平成31年4月改訂）

土木工事施工管理の手引き（平成17年4月，平成30年4月改定）

公園緑地工事施工管理基準（平成25年10月）

その他関連資料

公園再整備　工事特記仕様書

本特記仕様書は下記の工事に適用する。

博多区新庁舎整備等事業（公園整備工事）

本工事は，設計図書及び本特記仕様書による外，各項によるものとする。

かし担保期間

※土木工事共通仕様書等について，福岡市ホームページ『公共工事の技術情報』内



第 2

第 2 － 1 条

①

②

③

第 3

第 3 － 1 条

第 4

第 4 － 1 条

第 4 － 2 条

第 4 － 3 条

第 5

第 5 － 1 条

①

②

③

④

⑤

⑥

章　設計変更

章　排出ガス対策型建設機械

章　建設発生土

章　安全訓練等

本工事における災害対策訓練

本工事現場で予想される事故対策

その他，安全・訓練等として必要な事項

　

設計変更額が当初設計金額の20％を超えるもの。

構造，工法，位置又は断面等の変更で重要なもの。

その他上記に準ずる重要なもの。

排出ガス対策型建設機械

現場周辺の住民環境の保全を図るため，排出ガス対策型建設機械の使用に努めるこ

なお，当該建設機械を使用する場合は，施工計画書へ記載すること。

建設発生土の処理

提出書類

建設発生土処理完了後，「建設発生土確認票」及び「建設発生土処理明細書」に必

本工事の建設発生土を処理する場合は，事前に施工計画書（処分場所・運搬経路・

処分場所の整理整頓

と。

　

運搬方法等について）を監督員に提出すること。

付近の住民に迷惑をかけないよう注意しなければならない。

要事項を記入の上，監督員に提出すること。

作業員全員の参加により定期的に下記の項目を参考として安全・訓練等を実施する

ものとする。

土木工事安全施工技術指針等の周知徹底

安全活動のビデオ等，視覚資料による安全教育

処理に際しては，処分場への車輌の出入りに注意し，管理人の指示に従うとともに

安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し，現場に即した安全・訓練等について工事着手後，原則として

本工事内容等の周知徹底

設計・施工一括契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは，下記の通りとする。

設計変更に伴う契約変更の手続きは，その必要が生じた都度，遅延なく行うものと

ただし，軽微な設計変更に伴うものは，工期の末（複数年度にわたる工事において

軽微な設計変更とは，原則として次に掲げるもの以外をいう。

設計変更

する。

は，各会計年度の末又は工期の末）に行うことができるものとする。
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第 5 － 3 条

第 6

第 6 － 1 条

第 7

第 7 － 1 条

1．

2．

3．

4．

5．

章　工事成績評定

章　産業廃棄物処理

受注者は，当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も，当該排

受注者は，工事施工において，自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目，

受注者は，当該排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を，監

りまとめのうえ，監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について，工事完了時ま

でに所定の様式により提出することができるものとする。（※技術提案内容は除く）

処理しなければならない。

督員に提示するとともに，「産業廃棄物処理確認票」を提出すること。

舗装切断等

受注者は，舗装切断時に発生する排水を回収し，産業廃棄物（汚泥）として

水と同様に，吸引する装置の併用など，粉塵の飛散防止対策を実施するとと

もに，収集した粉塵については，適正な運搬・処理を実施することとし，産

撮影頻度に基づき，処理状況（収集・運搬・処分）を明確に把握できる写真

管理を行うこと。

安全・訓練等の実施状況報告

安全・訓練等の実施状況を写真又は実施報告書に記録し，報告すること。

工事における創意工夫等実施状況等

受注者は，当該排水の処理に関し，「福岡市土木工事施工管理の手引き」の

業廃棄物管理票（マニフェスト）を，監督員に提示するとともに，「産業廃

棄物処理確認票」を提出すること。

当該排水の処理に関し，排水量に変更が生じた場合，受注者は排水量等を取

計画を作成し，監督員に提出すること。

安全・訓練等に関する施工計画の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な
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第 8 － 1 条

第 9

第 9 － 1 条

第 9 － 2 条

第 9 － 3 条

1．

2．

3．

第 9 － 4 条

1．

2．

章　その他

に報告すること。なお，気象に関する各警報が発令された際には，速やかに現地状

況の確認を行い，確認後直ちに，監督員へ報告すること。ただし，警報の発令が時

間外または休日の場合の報告については，別途指示を仰ぐものとする。

コリンズ登録について

工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

近接施工に関する確認・対策の徹底について

地下埋設物の確認については，結果を監督員へ報告するものとする。

必要登録時：着手時，竣工時，途中変更時，訂正時

気象条件

章　交通誘導員

本工事では交通誘導員を配置すること。

なお，関係機関との協議により配置人員は決定すること。

うものとする。

請負金額500万以上の工事は，「登録のための確認のお願い」により，監督員の確

策を行うこと。また，その状況及び結果（現場対策・連絡体制等）について監督員

協議のうえ実施するものとする。

構造等を確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うも

のとする。なお，必要に応じて適切な対策を管理者及び監督員と協議のうえ

工事箇所に地下埋設物がある場合，工事着手前にその種類，位置，形状，深

なお，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者

必要に応じて試掘，ボーリング及び地中探査等原位置での調査を，監督員と

）に登録し，「登録内容確認書」を監督員に提出すること。

さ，構造等をそれらの管理者が有する資料（台帳，竣工図等）と照合し確認

するものとする。

との協議を行い詳細な確認を行うものとする。

気象条件（台風，大雨，その他注意報）を常時把握し，それに応じた十分な安全対

工事箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，

近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者との協議を行

認を受けた後に該当工事に関するデータを(財)日本建設情報総合センター（JACCIC

検討，実施するものとする。



第 9 － 5 条

１．

第 9 － 6 条

1．

2．

3．

る。

資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については，主任技

術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお，現場施工に着手

する日については，請負契約の締結後，監督員との打合せにおいて定める。

り，工事を全面的に一時中止している期間については，主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお，事象が生じた時点で別途指示

する。

又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお，工事が完成

る常駐を要する工事である。

工事請負代金額が3千5百万円（建築一式工事である場合にあっては，7千万円

おける日付）とする。

・工事の全部の施工を一時中止している期間

・工事製作のみが行われている期間

した日は，受注者が工事が完成した旨，発注者に通知した日（「公園整備完了届」に

現場代理人の常駐義務緩和

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

・工事着手後，現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，

・工事用地等の確保が未了，自然災害の発生，又は埋蔵文化財調査等によ

・本工事における工場製作のみが行われている期間については，主任技術者

・工事完成後，事務手続，後片付け等のみが残っている期間については，主

受注者は，使用する資材・製品について，事前に書面（使用資材一覧表：

ただし，下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとす

参考様式）を材料承諾書に添付のうえ監督員に提出すること。

下請人，資材・製品の使用について

・指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月

　以上の雇用関係にあること。

・随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関

　係にあること。

現場代理人及び技術者の適正配置について

（請負が3千5百万円以上が見込まれる場合）

）以上となる場合，本工事における現場代理人については，工事現場におけ

い。なお，ここでいう「恒常的な雇用関係」とは，次の要件を満たす必要が

・一般競争入札による工事の場合は，業務着手の日以前に３か

　月以上の雇用関係にあること。

ある。

主任（監理）技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

建設工事の適正な施工を確保するため，主任（監理）技術者については，所

属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を配置しなければならな



第 9 － 7 条

1．

2．
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第 10

第 10 － 1 条

1.

2.

3.

4.

5.

施工に際し、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適

現場環境改善の内容については、別表－１の内容のうち原則として各計上費
目ごと（現場環境改善費のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連
携）毎に１内容ずつ（ただし，いずれか１項目のみ２内容）の合計５項目以

工事完了時には、現場環境改善の実施写真を提出するものとする。

工期設定に際しては、現場環境改善の準備に必要な期間を考慮するものと

する。

５.健康関連設備及び厚生施設の充実等

１.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）

２.盗難防止対策（警報器等）

３.避暑（熱中症予防）・防寒対策

１.完成予想図、２.工法説明図、３.工事工程表

４.デザイン工事看板（各工事PR 看板含む）

５.見学会等の開催（イベント等の実施含む）

６.見学所（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）の設置及び管理運営

７.パンフレット・工法説明ビデオ

現場環境改善については具体的な内容、実施時期について、施工計画書に

含め提出するものとする。

正に工事を実施するものとする。

別表－１

章　現場環境改善

工事現場の現場環境改善は、地域との積極的な連携を図りつつ，そこで働く
関係者の意識を高めるとともに、関係者の現場環境を整えることにより公共
事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は

工事現場内の現場環境改善

電子納品の位置づけは「成果物」であり，電子媒体はCD－Rを提出すること。

れているか，目視によるチェックを行い，不備がないことを確認した後，ウ

電子媒体を提出する際は，事前協議によって決定した成果品が正しく格納さ

本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは，調査，設計，工事などの

電子納品（設計金額が7千万円以上の場合）

イルス対策を実施したうえで提出すること。

データとは，「福岡市電子納品の手引き　土木工事編」（以下，「電子納品

各業務段階の 終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子

の手引き」という。）及び事前協議に基づいて作成されたものを指す。

上を実施するものとする。

計上費目 実施する内容（率計上分

３.ライトアップ施設，４.見学路及び椅子の設置

１.用水・電力等の供給設備，２.緑化・花壇

５.昇降設備の充実，６.環境負荷の低減

１.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）

２.労働宿舎の快適化

３.デザインボックス（交通誘導警備員待機室）

４.現場休憩所の快適化

現場環境改善
（仮設備関

係）

８.地域対策費（地域行事等の経費を含む）

９.社会貢献

地域連携

現場環境改善
（安全関係）

現場環境改善
（営繕関係）



第 10 － 2 条

1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

思われる項目であり、必須ではない。

洋式便座

水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）

臭い逆流防止機能（フラッパー機能)

現場環境改善（快適トイレの設置の試行）

受注者は、現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレの設置に努め

ること。(12)～(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると

容易に開かない施錠機能（二重ロック等）

照明設備（電源がなくても良いもの）

衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上）

【快適トイレに求める標準仕様】

現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置

サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）

鏡付きの洗面台

便座除菌シート等の衛生用品

（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）

（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来る

【快適トイレとして活用するために備える付属品】

【推奨する仕様，付属品】

もの）

等）

室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上）

擬音装置

着替え台（フィッティングボード等）

フラッパー機能の多重化

窓など室内温度の調整が可能な設備

小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）



第 11

第 11 － 1 条
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第 12

第 12 － 1 条

1.

2.

3.

章　再生資源

再生骨材コンクリートを利用する場合には、「再生骨材コンクリートの用途別

再生骨材コンクリートの利用について

品質基準について」によるものとする。

受注者は、再生骨材コンクリートの利用を希望する場合は、工事着手時にその

適用の有無を監督職員と協議するものとする。

受注者は、工場が発行する再生骨材コンクリートの配合計画書及び納入書を整備

および管理し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示

しなければならない。

受注者は、再生骨材コンクリートの品質を確かめるための検査をJIS A 5022

再生骨材コンクリートＭ及びＬの品質管理基準及び規格値については，土木施工

（再生骨材Ｍを用いたコンクリート）、JIS A 5023（再生骨材Ｌを用いたコン

クリート）により実施しなければならない。また、再生骨材Ｍを用いたプレキャ

ストコンクリート製品の検査については、JIS A 5365（プレストキャストコン

クリート製品－検査方法通則）により実施しなければならない。なお、生産者

等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければな

らない。

管理の手引き（平成30年4月）の「7.2 １セメント・コンクリート」に準じて

実施し，文中に記載の「レディーミクストコンクリート」は，「再生骨材コン

クリートＭ及びＬ」と読み替えるものとする。

再生骨材コンクリートの配合については、「土木工事共通仕様書第１編３－３－

３ 配合」に従うものとする。

章　ＩＣＴ活用工事について（掘削・盛土合算1,000ｍ3以上の場合）

ＩＣＴ活用工事

本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ＩＣＴ技術の全面的

活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事

完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ

活用工事（土工）の対象工事である。

（定義）

別表１を参照。）

　　① ３次元起工測量
　　② ３次元設計データ作成
　　③ ＩＣＴ建設機械による施工
　　④ ３次元出来形管理等の施工管理
　　⑤ ３次元データの納品

i-Construction とは、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化

等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の 適化

を図る取り組みである。本工事では、受注者の希望により、その実現に向けて

ＩＣＴを活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。

ＩＣＴ活用工事とは，施工プロセスの段階において，ＩＣＴ施工技術を活用する

工事である。また，以下に示す①～⑤の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用する

ことを「ＩＣＴ施工」というほか，①～⑤の一部の段階でＩＣＴ施工技術を活用

することを「部分的ＩＣＴ施工」という。（ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領の



4.

5.

6.

ＩＣＴ活用工事（土工）実施計画書等を提出し、協議が整った場合に下記４～

ＩＣＴを用いて、以下の施工をする。

及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、実施内容については施工

計画書に記載するものとする。

① ３次元起工測量
　　　受注者は、３次元測量データを取得するため、下記１）～４）から選択
　（複数以上選択可）して、測量を行うものとする。
　　　１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
　　　２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
　　　３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
　　　４）その他の３次元計測技術を用いた起工測量
　　　　※ 現地での測量に際しては、伐採後の現況地形において行うこと。

② ３次元設計データの作成
　　　受注者は、設計図書や５．①で得られたデータを用いて，３次元出来形
　　管理を行うための３次元設計データを作成する。

③ ＩＣＴ建設機械による施工
　　　５．②で作成した３次元設計データを用い，下記に示すＩＣＴ建設機械を
　　作業に応じて選択して施工を実施する。

　　１） ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザー
　　　　　ブルドーザーの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ
　　　　建設機械による施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、排
　　　　土板を自動制御する３次元マシンコントロール技術または，ブルドー
　　　　ザーの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械に
　　　　よる施工用データとの差分を表示し、排土板を誘導する３次元マシンガ
　　　　イダンス技術を用いて、河川・海岸・道路土工の敷均しを実施する。
　　２） バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ
　　　　建設機械による施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、バ
　　　　ケットを自動制御する３次元マシンコントロール技術または，バックホ
　　　　ウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械に
　　　　よる施工用データとの差分を表示し、バケットを誘導する３次元マシン
　　　　ガイダンス技術を用いて、河川・海岸・道路土工の掘削、法面整形を実
　　　　施する。

受注者は、ＩＣＴ活用工事を行う希望がある場合、契約後、発注者へ協議書，

９により，ＩＣＴ活用工事を行うことが出来る。

原則，本工事の土工施工範囲の全てで適用することとするが，具体的な工事内容
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8.

9.

10.

11.

12.

第 12 － 2 条

1.

上記５．①～⑤の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達する
こと。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事データは、受注者が作成するものとする。
使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協
議するものとする。
発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータ
を受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設
計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するも
のとする。

上記５．①～⑤で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを監督職員に提出
すること。

土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で出来形測量
により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とす
る。

　
④ ３次元出来形管理等の施工管理
　　　５．③による工事の施工管理において、下記１）～４）から選択（複数以
　　上選択可）して，出来形管理を行う。また，５）を用いた品質管理を行う。
　　　１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
　　　２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
　　　３）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
　　　４）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
　　　５）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理
　
　　　受注者は、河川・海岸・道路土工の出来形管理については、面管理で行う
　　こととするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の
　　計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議
　　の上、１）～４）を適用することなく、管理断面による出来形管理を行って
　　もよい。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じ
　　た出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。
　　　受注者は、河川・海岸・道路土工の品質管理（締固め度）について、「Ｔ
　　Ｓ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又
　　はＲＩ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。
　　　なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床
　　のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締
　　固め回数を設定すること。
　　　土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工
　　規定による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、５）を
　　適用しなくてもよいものとする。

⑤ ３次元データの納品
　　　５．④より確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品
　　する。

ＩＣＴ活用工事（土工）の推進を目的として、官民等を対象とした見学会を実施する
場合は協力すること。

受注者は，当該技術の施工にあたり，活用効果等に関する調査を行うものとし，調査
の実施方法や調査票については，別途指示するものとする。

本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議
するものとする。

ＩＣＴ活用工事の費用について

受注者が、契約後、発注者との協議により，ＩＣＴ活用工事を実施することになった
場合、ＩＣＴ活用工事を実施する項目については、設計変更の対象とし、「ＩＣＴ活
用工事（土工）積算要領」により計上することとする。
ただし、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計
データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積り書を提
出するものとする。
部分的ＩＣＴ施工も設計変更の対象とする。



2.

第 13

第 13 － 1 条

1.

2.

第 14

第 14 － 1 条

工事請負契約書 設計・施工一括契約書

6.設計図書
設計図書とは、仕様書、契約図面、工
事数量総括表（金抜設計書）、現場説
明書及び現場説明に対する質問回答書
をいう。

6.設計図書
設計図書とは、仕様書，現場説明書，
質問回答書その他関係書類がある場合
はこれらを含めた書類をいう。

工期 履行期間

契約約款第１５条第１項 契約書第８７条第１項

契約約款第１３条第１項 契約書第８５条第１項

契約約款第３条 契約書第７７条

契約約款第９条第２項第３号 契約書第８１条第２項第３号

契約書第８１条第５項

1-1-1-38 不可抗力による損害
　2.設計図書で定めた基準
　　契約約款第29条第1項に規定する
　「設計図書で基準を定めたもの」と
　は、以下の各号に掲げるものをい
　う。

1-1-1-38 不可抗力による損害
　2.設計図書で定めた基準
　　契約書第101条第1項に規定する
　「業務水準で基準を定めたもの」と
　は、以下の各号に掲げるものをい
　う。

5.契約図書
契約図書とは、契約書及び設計図書を
いう

5.契約図書
契約図書とは、契約書及び業務水準を
いう

掘削工の ＩＣＴ 建設機械による施工は、当面の間、ＩＣＴ 施工現場での施工数量に
応じて変更を行うものとし、施工数量は建設機械（ＩＣＴ 建設機械、通常建設機械）
の稼働実績を用いて算出するものとする。
受注者は、ＩＣＴ 施工に要した建設機械（ＩＣＴ 建設機械、通常建設機械）の稼働
実績（延べ使用台数）が確認できる資料を監督職員へ提出するものとする。
なお、稼働実績が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認められない場
合においては、全施工数量の２５％を「掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ 建機使用割合
100%］」の施工数量として変更するものとする。

本工事は，情報共有システム活用の対象工事とする。受注者は，システムを活用する
か否かを選択することができるものとし，活用にあたっては監督課との事前協議で決
定する。

活用にあたっては，「情報共有システム活用要領（平成31年4月）」に基づき行う。

章　共通仕様書の読み替え

・共通仕様書は，以下の通り読み替える

共通仕様書の記載 読み替え

契約約款第９条第１項 契約書第８１条第１項

契約約款第９条第２項 契約書第８１条第２項

章　情報共有システム

契約約款第９条第３項 契約書第８１条第３項

契約約款第２条 契約書第７６条

契約約款第１５条第８項 契約書第８７条第８項

契約約款第１５条第９項 契約書第８７条第９項

契約約款第８条 契約書第６条

契約約款第１７条第１項 契約書第８９条第１項

契約約款第１５条第７項 契約書第８７条第７項

契約約款第１１条 契約書第８３条

契約約款第９条 契約書第８１条

契約約款第１３条第２項 契約書第８５条第２項

契約約款第１４条第１項 契約書第８６条第１項

契約約款第１７条 契約書第８９条

契約約款第９条第５項



契約約款第４２条第２項 契約書第１１５条第２項

契約約款第３９条 契約書第１１２条

契約書第１０３条

契約約款第３８条第３項 契約書第１１１条第３項

契約約款第３１条第２項 契約書第１０３条第２項

契約約款第１８条 契約書第９０条

契約約款第１９条 契約書第９１条

契約約款第２０条

契約約款第３１条

契約約款第２３条 契約書第９５条

契約約款第２３条第２項 契約書第９５条第２項

契約約款第２２条第１項 契約書第９４条第１項

契約約款第２０条第３項 契約書第９２条第３項

契約約款第２１条 契約書第９３条

契約書第９２条

契約約款第３８条 契約書第１１１条

契約約款第３３条 契約書第１０５条

契約約款第２８条 契約書第１００条

契約約款第２９条 契約書第１０１条

契約約款第２９条第２項 契約書第１０１条第２項

契約約款第２６条 契約書第９８条
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